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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Q 14025：2008 
 (ISO 14025：2006) 

環境ラベル及び宣言－ 
タイプⅢ環境宣言－原則及び手順 

Environmental labels and declarations－ 
Type III environmental declarations－Principles and procedures 

 
序文 

この規格は，2006 年に第 1 版として発行された ISO 14025 を基に，技術的内容及び対応国際規格の構成

を変更することなく作成した日本工業規格である。 

 

タイプⅢ環境宣言では，同一の機能を果たす製品間での比較を可能にするための，製品のライフサイク

ルにかかわる定量化された環境情報が提示される。タイプⅢ環境宣言は，次の要件を満たす。 

 

－ 一つ又は複数の組織によって提供される。 

－ ISO 14040 シリーズの規格に従って独立して検証されたライフサイクルアセスメント（以下，LCA と

いう。）データ，ライフサイクルインベントリ分析（以下，LCI という。）データ又は情報モジュール，

及び妥当な場合には追加的環境情報に基づく。 

－ 事前に設定されたパラメータを用いて作成される。 

－ 企業，企業グループ，産業セクタ，産業団体，公的機関，政府機関，独立した学術研究団体，又はそ

の他の組織といったプログラム運営者の管理に従う。 

 

この規格で記述するタイプⅢ環境宣言は，主に企業間のコミュニケーションでの利用を意図している。

また，企業と消費者との円滑なコミュニケーションの実現を図り，環境に関する取組を促進させることも

意図している。タイプⅢ環境宣言の作成者は，対象を正確には特定することはできない。しかしながら，

例えば，大企業，中小企業 (SME)，公共調達機関及び消費者といった異なる購入者，又は利用者グループ

の情報ニーズに配慮することが重要である。この規格に基づくタイプⅢ環境宣言及びプログラムの作成に

責任を負う者は，対象となる利用者の関心度に十分な注意を払う必要がある。 

 

この規格に基づくプログラムでは，宣言を行う組織は，データの独立した検証を内部又は外部のいずれ

かによって保証することが求められる。これは，企業から消費者への宣言の場合を除いては，第三者によ

る検証を意味してもよいが，必ずしも第三者による検証でなければならないということを意味するもので

はない。国際標準化機構(ISO)では，“認証”（製品又はプロセスが所定の要求事項を満たしていることを，

第三者が文書で保証する手続）に関する一般的な定義を与えている。それにもかかわらず，“認証”は，異

なる地域において異なった方法で理解し，かつ，実施されている。混同を避けるために，この規格では，

“認証”の代わりに“第三者検証”という用語を用いた。 


